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右
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「

極

東

国

際

軍

事

裁

判

の

証

拠

資

料

」

に

つ

い

て

の

安

倍

首

相

の

認

識

に

関

す

る

質

問

主

意

書 

安

倍

首

相

は

二

〇

〇

七

年

三

月

一

日

に

「

当

初

、

定

義

さ

れ

て

い

た

強

制

性

を

裏

付

け

る

も

の

は

な

か

っ

た

。

そ

の

証

拠

は

な

か

っ

た

の

は

事

実

で

は

な

い

か

と

思

う

」

と

発

言

。

さ

ら

に

三

月

五

日

の

参

議

院

予

算

委

員

会

で

「

官

憲

が

家

に

押

し

入

っ

て

人

さ

ら

い

の

ご

と

く

連

れ

て

行

く

と

い

う

強

制

性

は

な

か

っ

た

」

と

発

言

し

た

。 

ま

た

、

辻

元

清

美

提

出

の

「

安

倍

首

相

の

『

慰

安

婦

』

問

題

へ

の

認

識

に

関

す

る

質

問

主

意

書

」

に

対

し

、

政

府

は

二

〇

〇

七

年

三

月

一

六

日

、

「

同

日

（

一

九

九

三

年

八

月

四

日

）

の

調

査

結

果

の

発

表

ま

で

に

政

府

が

発

見

し

た

資

料

の

中

に

は

、

軍

や

官

憲

に

よ

る

い

わ

ゆ

る

強

制

連

行

を

直

接

示

す

よ

う

な

記

述

も

見

当

た

ら

な

か

っ

た

と

こ

ろ

で

あ

る

。

」

と

答

弁

し

た

。

《

答

弁

Ａ

》 

次

に

、

通

称

「

マ

ゲ

ラ

ン

事

件

」

に

つ

い

て

の

資

料

を

提

示

す

る

。 

●

マ

ゲ

ラ

ン

事

件

宣

誓

証

人

調

書 

オ

ラ

ン

ダ

・

バ

タ

ビ

ア

臨

時

軍

法

会

議

書

類

番

号

７

８

６

８

／

Ｒ

（

極

東

国

際

軍

事

裁

判

で

の

書

類

番

号
：
Ｐ

Ｄ

５

７

７

０

／

Ｅ

Ｘ

１

７

２

５

）
／

調

書

作

成

者
：J

h
r
.
M
r
.
W
.
A
.
B
a
u
d

｛

一



 

九

四

六

年

五

月

一

六

日

｝
／

証

人
：
［
・
・
・
］
、
［
・
・
・
］
の

配

偶

者

／

住

所
：R

i
o
u
w
s
t
r
a
a
t
 1
8
3
,
 d
e
n
 H
a
a
g

、

二

七

才

、

無

職 
一

九

四

四

年

一

月

二

八

日

、

私

は

ム

ン

テ

ィ

ラ

ン

民

間

人

抑

留

所

に

い

ま

し

た

。

そ

の

日

、

私

は

自

分

の

宿

舎

の

責

任

者

で

あ

っ

た

［

・

・

・

］

夫

人

か

ら

事

務

所

に

出

頭

す

る

よ

う

に

と

の

要

請

を

受

け

ま

し

た

。

そ

こ

に

ジ

ャ

ワ

人

の

警

視

が

来

て

い

て

、

私

を

他

の

六

人

の

女

性

と

一

緒

に

抑

留

所

の

外

に

あ

っ

た

警

察

へ

連

れ

て

行

き

ま

し

た

。
他

の

六

人

と

い

う

の

は
［
・
・
・
］
、
［
・
・
・
］
夫

人

、
［
・
・
・
］
夫

人

、
［
・
・
・
］
夫

人

、
［
・
・
・
］

夫

人

、

［

・

・

・

］

夫

人

で

し

た

。

警

察

署

に

は

［

・

・

・

］

夫

人

と

［

・

・

・

］

夫

人

も

、

三

人

の

日

本

人

将

校

と

来

て

い

ま

し

た

。

《

傍

線

１

》

こ

の

女

性

達

は

、

私

達

の

抑

留

所

の

リ

ー

ダ

ー

格

で

し

た

。

私

達

七

人

は

日

本

人

た

ち

の

前

に

整

列

し

て

、

番

号

、

旧

姓

、

結

婚

後

の

姓

、

年

令

を

記

録

さ

れ

ま

し

た

。

そ

れ

か

ら

、

半

時

間

以

内

に

荷

物

を

ま

と

め

て

出

発

の

支

度

を

す

る

よ

う

に

言

わ

れ

ま

し

た

。

私

達

は

、

た

と

え

終

日

仕

事

を

さ

せ

ら

れ

て

も

い

い

か

ら

、

抑

留

所

に

残

ら

せ

て

も

ら

い

た

い

と

、

ま

ず

［

・

・

・

］

夫

人

と

［

・

・

・

］

夫

人

に

、

そ

れ

か

ら

日

本

人

た

ち

に

頼

み

ま

し

た

。
そ

れ

に

対

し

て

は

、
不

可

能

、
と

の

返

答

で

し

た

。
《

傍

線

２

》
た

だ

し

、

［

・

・

・

］

夫

人

と

［

・

・

・

］

夫

人

は

子

供

が

い

る

の

で

、

残

っ

て

も

い

い

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

ジ

ャ

ワ

人



 

警

視

に

連

れ

ら

れ

て

抑

留

所

へ

戻

り

、

荷

物

を

準

備

し

て

か

ら

、

ま

た

警

察

署

へ

戻

り

ま

し

た

。

こ

こ

で

私

達

は

三

人

の

日

本

人

に

引

き

渡

さ

れ

、
三

台

の

自

家

用

車

で

マ

ゲ

ラ

ン

へ

向

か

い

、
午

後

四

時

に

到

着

し

ま

し

た

。
（

略

） 
一

九

四

四

年

二

月

三

日

、

私

達

は

再

び

日

本

人

医

師

た

ち

に

よ

っ

て

健

康

診

断

を

受

け

ま

し

た

。

今

回

は

少

女

達

も

含

め

て

行

わ

れ

ま

し

た

。

診

断

後

に

、

私

達

は

日

本

人

向

け

娼

楼

行

き

が

決

ま

っ

て

い

る

と

聞

か

さ

れ

ま

し

た

。

そ

の

日

の

晩

か

ら

仕

事

始

め

だ

、

と

い

う

こ

と

で

し

た

。

帰

宅

後

、

私

達

、

す

な

わ

ち

［

・

・

・

］

夫

人

と

私

は

、

戸

や

窓

を

ぜ

ん

ぶ

閉

め

ま

し

た

。

午

後

九

時

頃

、

戸

や

窓

を

叩

く

音

が

し

て

、

戸

も

窓

も

開

け

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

ず

、

閉

め

て

は

な

ら

な

い

と

言

わ

れ

ま

し

た

。

寝

室

だ

け

は

戸

に

錠

を

か

け

て

、

私

は

そ

こ

に

閉

じ

籠

り

ま

し

た

が

、

他

は

言

わ

れ

た

通

り

に

し

ま

し

た

。

私

は

幾

晩

か

、

二

月

五

日

の

日

曜

日

ま

で

こ

の

状

態

で

い

ま

し

た

。

そ

の

日

に

は

日

本

軍

兵

卒

等

も

抑

留

所

へ

入

っ

て

来

ま

し

た

｛

以

前

は

日

本

軍

将

校

の

み

で

し

た

｝

。

こ

の

兵

士

た

ち

の

な

か

の

何

人

か

が

中

に

入

っ

て

来

た

と

き

、

そ

の

う

ち

の

一

人

は

私

の

部

屋

へ

私

を

引

き

ず

っ

て

行

き

ま

し

た

。

私

が

こ

れ

に

対

し

て

抵

抗

し

て

い

る

と

こ

ろ

へ

、

憲

兵

が

入

っ

て

来

ま

し

た

。

そ

の

憲

兵

は

、

私

達

は

彼

等

の

言

う

通

り

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、

も

し

そ

う

し

な

か

っ

た

ら

、

私

達

の

夫

の

住

所

は

分

か

っ

て

い

る

の

で

、
彼

等

に

責

任

を

と

ら

せ

る

こ

と

に

な

ろ

う

、
と

私

に

語

り

ま

し

た

。
こ

う

言

っ

て

か

ら

、
憲

兵

は

、



 

そ

の

兵

卒

と

私

と

だ

け

を

残

し

て

立

去

り

ま

し

た

。

は

じ

め

の

う

ち

は

、

私

は

な

お

も

抵

抗

を

続

け

ま

し

た

。

し

か

し

、

私

に

は

勿

論

勝

ち

目

は

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

彼

は

衣

服

を

私

の

身

体

か

ら

は

ぎ

取

り

、

私

の

両

腕

を

後

に

捻

り

ま

し

た

。

そ

こ

で

私

は

も

う

手

も

足

も

出

ず

、

彼

は

無

理

矢

理

に

私

と

の

性

交

を

果

た

し

ま

し

た

。

《

傍

線

３

》

私

は

こ

の

兵

卒

が

誰

で

あ

っ

た

か

も

、

憲

兵

の

名

前

も

知

り

ま

せ

ん

。 

こ

の

状

態

が

三

週

間

継

続

し

ま

し

た

。

週

日

に

は

娼

楼

は

日

本

人

将

校

、

日

曜

日

の

午

後

は

日

本

軍

下

士

官

、

日

曜

日

の

午

前

は

兵

卒

等

が

や

っ

て

来

ま

し

た

。

日

本

人

民

間

人

も

と

き

に

は

来

ま

し

た

。

私

は

常

に

抵

抗

を

試

み

ま

し

た

が

、

ど

う

に

も

な

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

（

略

、

以

上

） 

前

記

資

料

は

オ

ラ

ン

ダ

政

府

戦

争

犯

罪

調

査

局

が

作

成

し

た

も

の

で

あ

り

、

極

東

国

際

軍

事

裁

判

に

証

拠

書

類

と

し

て

提

出

さ

れ

、

採

用

さ

れ

て

い

る

。 

辻

元

清

美

提

出

の

「

安

倍

首

相

の

『

慰

安

婦

』

問

題

へ

の

認

識

に

関

す

る

再

質

問

主

意

書

」

に

対

す

る

答

弁

書

で

、

政

府

は

二

〇

〇

七

年

四

月

二

〇

日

、

極

東

国

際

軍

事

裁

判

に

つ

い

て

は

「

我

が

国

は

、

日

本

国

と

の

平

和

条

約

（

昭

和

二

十

七

年

条

約

第

五

号

。

以

下

「

平

和

条

約

」

と

い

う

。

）

第

十

一

条

に

よ

り

、

同

裁

判

を

受

諾

し

て



 

お

り

、
国

と

国

と

の

関

係

に

お

い

て

、
同

裁

判

に

つ

い

て

異

議

を

述

べ

る

立

場

に

は

な

い

。
」
と

答

弁

し

た

。
《

答

弁

Ｂ

》 
二

〇

〇

七

年

五

月

二

八

日

、

辻

元

清

美

が

「

極

東

国

際

軍

事

裁

判

の

証

拠

資

料

と

安

倍

首

相

の

『

慰

安

婦

』

問

題

へ

の

認

識

に

関

す

る

質

問

主

意

書

」

を

提

出

し

、

「

慰

安

婦

問

題

に

関

す

る

政

府

の

基

本

的

立

場

は

、

平

成

五

年

八

月

四

日

の

内

閣

官

房

長

官

談

話

の

と

お

り

で

あ

る

」

と

い

う

答

弁

を

得

ら

れ

、

第

一

次

安

倍

内

閣

の

歴

史

認

識

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

第

二

次

安

倍

内

閣

が

成

立

し

た

こ

と

を

受

け

て

、

安

倍

首

相

の

歴

史

認

識

が

第

一

次

安

倍

内

閣

当

時

と

変

わ

ら

な

い

の

か

、

ま

た

は

ど

う

変

わ

っ

た

の

か

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

は

、

多

く

の

国

民

の

要

求

す

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。 

従

っ

て

、

以

下

、

質

問

す

る

。 

一 

《

当

該

資

料

に

対

す

る

政

府

の

認

識

》

に

つ

い

て 

１ 

政

府

は

、

極

東

国

際

軍

事

裁

判

に

提

出

さ

れ

証

拠

書

類

と

し

て

採

用

さ

れ

た

当

該

資

料

が

、

四

月

二

〇

日

付

答

弁

書

の
《

答

弁

Ｂ

》
に

お

け

る
「

我

が

国

は
・
・
・
異

議

を

述

べ

る

立

場

に

は

な

い

」
と

す

る

対

象

に

含

ま

れ

、

そ

の

内

容

に

異

議

が

な

い

こ

と

を

認

め

る

か

。 



 

２ 

当

該

資

料

に

お

け

る

《

傍

線

１

》

《

傍

線

２

》

《

傍

線

３

》

は

、

日

本

人

将

校

及

び

日

本

軍

憲

兵

の

命

令

・

恫

喝

に

よ

り

、

女

性

が

そ

の

意

志

に

反

し

て

強

制

的

に

連

行

・

強

姦

さ

れ

た

こ

と

を

示

し

て

お

り

、

「

軍

や

官

憲

に

よ

る

い

わ

ゆ

る

強

制

連

行

を

直

接

示

す

よ

う

な

記

述

」

で

あ

る

と

考

え

る

か

。

政

府

の

見

解

を

示

さ

れ

た

い

。 

３ 

政

府

は

、

当

該

資

料

は

「

軍

や

官

憲

に

よ

る

い

わ

ゆ

る

強

制

連

行

を

直

接

示

す

」

資

料

で

あ

る

と

い

う

認

識

か

。 

二 

《

当

該

資

料

に

対

す

る

安

倍

首

相

の

認

識

》

に

つ

い

て 

１ 

安

倍

首

相

は

、

当

該

資

料

に

お

け

る

《

傍

線

１

》

《

傍

線

２

》

《

傍

線

３

》

は

、

日

本

人

将

校

及

び

日

本

軍

憲

兵

の

命

令
・
恫

喝

に

よ

り

、
女

性

が

そ

の

意

志

に

反

し

て

強

制

的

に

連

行
・
強

姦

さ

れ

た

こ

と

を

示

し

て

お

り

、

「

軍

や

官

憲

に

よ

る

い

わ

ゆ

る

強

制

連

行

を

直

接

示

す

よ

う

な

記

述

」

で

あ

る

と

考

え

る

か

。 

２ 

安

倍

首

相

は

、

当

該

資

料

は

「

当

初

、

定

義

さ

れ

て

い

た

強

制

性

を

裏

付

け

る

も

の

」

で

あ

る

と

い

う

認

識

か

。 

 

右

質

問

す

る

。 



 

 


